
 

 

那賀消防組合からのお知らせです！ 
 これまで紀の川市・岩出市の１１９番通報は那賀消防組合消防本部で受付していましたが、

平成２７年４月１日からは、和歌山市消防局内に設置される和歌山広域消防指令センタ－（和

歌山市消防局・那賀消防組合・海南市消防本部・紀美野町消防本部で共同運用）で受付して各

種災害に出動させるセンターです。 

 １１９番通報につきましては、これまでと変わりません。また、消防車・救急車は従来どう

り災害現場に近い那賀消防組合の各消防署から出動しますので、安心して下さい。 

 なお、紀の川市・岩出市については、平成 27 年 2 月 18 日からの仮運用期間を経て平成

２７年４月１日からから本格的に共同運用を開始します。         

 

            １１９番のかけ方に変更はありません。 

           通報は、あわてず以下の内容を伝えて下さい。 

    場所 岩出市・紀の川市○○○、○○番地 または、近くの目標物（工場やお店など） 

      紀の川市○○○町○○○、○○番地など 

   火災 燃えているもの、燃え移る危険はないか、逃げ遅れはないか、ケガ人など 

   救急 病気やケガの状況、性別、年齢、持病、かかりつけの病院 

  最後にあなたのお名前と電話番号をお忘れなく！！ 

＊お問合せ先 那賀消防組合消防本部 通信指令課 ℡0736-61-1791 

 


